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＜大府市の地域生活支援拠点等の特徴、工夫した点＞ 

○現状の社会資源や制度を活用した面的整備型 

○緊急時の受け入れ・対応機能と体験の機会・場として、地域生活支援事業の居室確保事業を活用

し、通所施設での体験宿泊及び緊急宿泊の体制を整備 

○市の単独予算で、行動援護従事者養成研修を実施 

 

 

 
 

人口 91,384人（平成29年３月末現在） 

障害者の状況 

（平成29年３月現在） 

身体障害者手帳所持者  2,374人 療育手帳所持者  592人 

精神障害者保健福祉手帳所持者  687人 

・障害者数 3,653人 

・自立支援給付のサービス支給決定者は450人程度。自立支援医療受給者1,191人。 

・重度化が課題。重症心身障害児の対応である医療的ケアが、一番の課題。 

・療育手帳所持者数及び人口に占める割合が増加傾向にあり、人口比では全国平均よ

り高い。 

（療育手帳所持者数と人口に占める割合 平成26年４月：543人（0.61％）→

平成29年４月：592人（0.65％）） 

実施主体 社会福祉法人、大府市障がい者相談支援センター、市内通所施設 

 

  

１．当該市町村・圏域の基本情報  
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検討を始めたきっかけ、検討開始時期～完了 

・平成27年度に検討を開始。障害福祉計画（第４期計画・平成27年３月策定）の基本指針に

地域生活支援拠点等の整備を明記した。 

・５つの機能の検討にあたっては、現状の社会資源や制度を活用することから検討をスタート

している。 

・整備完了は平成29年度とした。地域の特性上、一番不足していた緊急時の宿泊の場を整備

したことで、国が示されている５つの機能に対する準備ができたとして「整備済」とした。 

・大枠としての支援体制を整備することはできたが、今後はさらに５つの機能の拡充をして

いく必要性があると考えている。 

整備方針 

・地域の特性上、面的整備型で実施することとした。 

協議会等の活用 

・平成28年度に、地域自立支援協議会の中に、地域生活支援拠点等に関する専門部会を立ち

上げた。 

・地域自立支援協議会は、全体を統括する全体会、運営の主体となる運営委員会があり、

さらに、毎年度テーマや課題について議論を行う専門部会がある。全体会のメンバーは

法人の職員や責任者、当事者団体の代表等で構成されている。運営委員会は、全体会の

正副会長と各専門部会の正副部会長などで組織され、この運営委員会が自立支援協議会の

運営の主体となっている。 

・全体会、運営委員会など地域自立支援協議会の各会議の事務局は市及び障がい者相談支

援センターが務めている。 

地域自立支援協議会構成図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．地域生活支援拠点等の整備にあたってのプロセス  

地域移行部会発達支援部会 就労支援部会

相談支援事業所
（部会員として参加）

大府市自立支援協議会
全体会議 （委員25名以内）

報告

評価報告

検討・開催依頼

運営委員会
（協議会会長、副会長、各専門部会長、

副部会長、相談支援事業者）

権利擁護部会

部会間の調
整会議

○地域課題
調査会

○障がい児・者
サポート会議

専門部会

依頼

報告

部会員の参加

報告 提案

提案



大府市－3 

関係者への研修・説明会開催等 

・地域自立支援協議会委員や各部会員に地域生活支援拠点等の整備について説明し、研修会

の必要性やニーズを確認した。研修会等には当事者団体の代表も参加した。 

整備類型、必要な機能の検討・検証 

・５つの機能の中で、特に緊急時の受け入れ・対応ができる短期入所施設が不足していた。 

・市内には障害者向けの短期入所施設が２か所あるが、一つは、重症心身障害児・者など

の医療的ケアが必要な方を対象とした医療型短期入所施設であり、もう一つは特別養護老

人ホームである。これらの施設では知的障害者の受け入れが難しい状況にある。知的障害

者が緊急に利用できる短期入所施設が市内に無く、近隣の市町も満床状況だった。 

・できる限り費用を抑え、制度の中でうまく活用できないか協議検討し、地域生活支援事業

「地域移行のための安心生活支援」の居室確保事業に取り組むこととなった（平成29年度

新規事業）。 

・当該居室確保事業を実施することで、「体験の機会・場」及び「緊急時の受け入れ・対応」

の機能を補完する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急一時的宿泊事業 

事故、災害、出産、疾病、葬儀等の

理由により、自宅で障害者等の家族

等による介護等が受けられない者 

体験的宿泊事業 

地域において自立した生活又は緊急

一時的宿泊事業の事前登録のアセス

メントを希望する場合 

居室確保事業の概要 
 
地域で安心して暮らすための支援体制を整備するため、障害者総合支援法

第77条第3項の規定に基づき、地域において一時的な居室（以下「居室」

という）を確保し、緊急一時的な宿泊又は地域での一人暮らしに向けた体

験的宿泊を提供することにより、障害者等が自ら選んだ地域で暮らしてい

けるよう地域生活への移行及び定着を支援します。 
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整備イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

相 談

大府市障がい者
相談支援センター
（社協） グループホーム

専門的人材
の確保、養成

地域の
体制づくり

緊急時の受け入れ
・対応

体験の
機会、場

居室確保事業により
通所施設で
宿泊体験を実施

通所施設

短期入所

相談支援事業所 障害者支援施設 医療機関

居室確保事業により
通所施設で緊急時の
受入れを実施
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相談支援専門員数 ４人  

 うち 地域生活支援拠点等 事業で確保している人数：４人 

相談事業にかかる費用 予算措置額：30,179千円 

活用している事業枠：地域生活支援事業 

【実施機関】大府市障がい者相談支援センター（社会福祉協議会） 

【利用者数】実人数 695人、延べ人数 7,355人 

24時間体制は未整備だが、既存ネットワークで対応 

・24時間体制は未整備だが、市役所の宿直から必要に応じて担当部署の職員に電話がつな

がるため、実質的な対応は出来ている。緊急時には基幹相談支援センターや通所施設に

も連絡が取れ、対応できるネットワークがあるということで「整備済」としている。 

・市内事業所の緊急連絡網を作成中である。 

・実態として、夜中の緊急電話は救急や警察対応であり、相談支援専門員が対応すべき

具体的な相談の電話はほとんど無い。 

・精神障害者からの病院や計画相談事業所への電話は、不安感による電話が多い。緊急で

警察に電話をした場合は、警察から市役所に、市役所から事業所につながり、既存の

ネットワークで対応できる。 

 

  

３．必要な機能の具体的な内容  

① 相談機能  
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平成28年度の緊急時の受け入

れ・対応で確保している床数 

平成28年度未実施 

平成29年度より実施 

延利用者数  実績０床（平成29年度より実施） 

上記利用にかかる費用 予算措置額：970千円（平成29年度） 

活用している事業枠：地域生活支援事業 

【実施機関】市内通所施設 

地域生活支援事業「地域移行のための安心生活支援」の居室確保事業を活用し、緊急時の受け

入れ場所を確保するため緊急一時的宿泊事業を整備 

・市内のある社会福祉法人において利用者の自己負担で緊急時の宿泊支援を実施していた。 

・利用者と事業者の双方の負担を軽減するため、緊急時の受け入れ場所確保として当該居

室確保事業の緊急一時的宿泊事業を通所施設において整備した。 

・緊急一時的宿泊事業の利用対象者は、「事故、災害、出産、疾病、葬儀等の理由により、

自宅で障害者等の家族等による介護等が受けられない者」とした。 

・緊急宿泊を受け入れる事業所（通所施設）は、「緊急時に１日利用者をみられること」、

「シャワーや布団が整備されていること」を条件として、事業所側からの手上げ方式で

登録している。 

・利用者は、予め利用できそうな事業所を１か所登録しておく。利用者と関わりがない事

業所を登録することは可能だが、現実的には関わりのない事業所で対応するのは難しい。 

・サービス支給申請は、事業所の代理申請も可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 緊急時の受け入れ・対応  

１．利用登録が完了している場合 

①施設に利用の希望を連絡し、市役所に

サービス支給の申請をする。 

②施設が受け入れ可能日数を本人及び

市役所に連絡する。 

③市役所が緊急一時的宿泊の支給決定

を行う。 

２．利用登録がない場合 

①希望する施設に受け入れ審査申込

書・利用者基本情報シートを提出。 

②市役所にサービス支給の申請をする。 

③受け入れ可能施設が見つかった段階

で、市が緊急一時的宿泊の支給決定を行

う。 

 

居室確保事業「緊急一時的宿泊事業」利用方法（事務の流れ） 

 

④緊急一時的宿泊事業を実施する。 
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・報酬単価は１泊15,000円。短期入所施設の報酬（平均7,500円/日）を参考にして大府市

独自に設定した。 

・時間帯は午後４時～午前９時である。平日の日中は通所施設の日中サービス（生活介護

や就労継続B型など）を利用してもらう。日中サービスのない土日については、時間単位

で報酬単価を設定した。単価設定では主に見守りとなるため、重度訪問介護を参考とし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

多人数の受け入れは困難なため、利用条件を設定。周知も限定的 

・限られた人員配置から多くの受け入れは困難なため、事業の利用条件等を設定した。 

・事故、災害、出産、疾病、葬儀等の理由で、自宅で対象者の家族等による介護が受けら

ない場合にのみ利用できる。利用申請をする前には、必ず、先に短期入所施設を探すこ

とを求め、短期入所施設での受け入れが困難な場合のみ利用できることとした。 

・原則年間５日、（体験的利用２日を含めて）最大で７日。 

 

  

報酬単価及び利用者負担額 

１．１泊 15,000円（午後４時～午前９時） 施設利用料 

  ＊上記以外の時間帯または上記時間内に追加の人員配置をする場合 １時間1,700円 

２．利用者負担割合及び費用負担の上限額（月額）：基本は地域生活支援事業と同じ。 

市民税課税世帯 １割負担（37,200円） 

要保護世帯、市民税非課税世帯 無料 

  ＊負担の上限額はこの他にも定めがある。 
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居宅確保事業申込書 

 

 
 

平成28年度の体験の機会、場 

利用者数 

「ー」 

 

上記利用にかかる費用 予算措置額：特になし 

活用している事業枠：特になし 

【実施機関】関係社会福祉法人 

グループホームでは、必要に応じて宿泊体験を実施 

・グループホームの体験利用について、必要に応じて市内グループホームで対応していく。 

地域生活支援事業「地域移行のための安心生活支援」の居室確保事業を活用し、平成29年度

より体験的宿泊事業として、通所施設での宿泊体験を整備 

・通所施設で宿泊体験を行えるよう当該居室確保事業の体験的宿泊事業を整備した。 

・体験的宿泊事業：地域において自立した生活又は緊急一時的宿泊事業の事前登録のアセ

スメントを希望する場合 

【利用方法（事務の流れ）】 

①希望する施設に受け入れ審査申込書・利用者基本情報シートを提出する 

②市役所にサービス支給の申請をする 

③施設が受け入れの可否を審査。（書面）可能な場合は連絡をし、日程調査を行う 

④施設から受け入れが可能な連絡及び体験的宿泊の必要の有無を本人及び市役所に行う 

⑤市役所が体験的宿泊の支給決定を行う 

⑥施設での体験的宿泊体験を実施する（不要な場合は支給決定もしない） 

⑦利用登録が完了する（施設から申込者に登録済み通知を送付） 

 

・現在までの実績：当該居室確保事業の体験宿泊利用

０件、緊急利用１件。 

・報酬単価は当該居室確保事業の緊急一時的宿泊事業

と同様。（「緊急時の受け入れ・対応」参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 体験の機会、場  
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ふりがな

医療機関名 診療科 主治医

普段の生活で好きなこと、得意なこと。家庭での役割など。

服薬

１日の
生活リズム

食事

ご飯量 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※茶碗１杯（約１５０グラム）を「１」とした場合の量

体重

喫煙

飲酒

       　ｋｇ

好きな
食べ物

苦手な
食べ物

・　　不要
（　全て　・　固い物のみ　・　野菜のみ　・　肉魚のみ　）
（　一口大　・ 粗刻み　・ 極きざみ　・ ペースト ･ 液体栄養食　）
（　とろみ剤　：　要　・　不要　　）

　　有　（1日　　　　　　本）　　・　　無

食事形態へ
の配慮

　　　要

かかりつけ
の病院

既往歴
過去2年間の入院　有・無
具体的に　：
　　　　　　　　　　　　　　手術　（　有　・　無　）

現在の治療
内容

てんかん

有　・　無

①　　　安定剤　　　　　　　　　　　（朝・昼・夕・寝る前）（食前・食間・食後）

②　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（朝・昼・夕・寝る前）（食前・食間・食後）

③　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（朝・昼・夕・寝る前）（食前・食間・食後）

④　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（朝・昼・夕・寝る前）（食前・食間・食後）

⑤頓服薬　　　　　　　　　　　　　　　（どんな時　　　　　　・どれだけ　　　　　）
⑥座薬　　　　　　　　　　　　　　　　 （どんな時　　　　　　・どれだけ　　　　　）
服薬についての注意事項：　　服薬介助必要

頻　　　度

       　ｃｍ

誘　　因

蕎麦・さば・たまご・牛乳・小麦粉
その他
禁忌食品等を具体的に：

症状

平熱 　   　℃

知的障がい　自閉症
所属

（施設等）

緊急
連絡先

日中
（　　：　　～　　：　　）

氏名　　　　　　　　                     　　（続柄：　   　）　　電話番号　　　

夜間
（　　：　　～　　：　　）

氏名　　                       　　　　　　　（続柄：　   　）　　電話番号　　　

障がい
程度区分

有　・　無

住所
〒　　    　－
　

電話番号
（携帯電話）

種別 手帳 　　　　　　判定

障がい名
または病名

利　用　者　基　本　情　報

男　・　女 　　　　平成　    年　    月　    日生（　　    　歳）
氏名

（　普段の呼び名　                         　　）

予後の対応
注意事項

　　有　（1日　　　　　　ｃｃ）　　・　　無

誘因・兆候

程度

身長

アレルギー

有　・　無

発作の様子

生活保護
障がい

基礎 ・更生
年金

　区分　　１　・　２　・　３　・　４　・　５　・　６

（18歳未満　児童区分　　１　・　２　・　３　　）

7:00 7:40 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 21:30 24:00

精神 身体 発達知的 高次脳

尋ねられたものを指すこ
とができる

大小便とも独りでできる

知らせることはできない
が支援には協力する

知らせることはできる

（１）　集団生活可能　　　　　　　（２）　家族以外にも馴染みやすい　　　　　　　（３）　家族以外には馴染まない

好きな事や楽しみ （１）音楽・カラオケ　　（２）テレビ観賞　　（３）散歩　　（５）ドライブ　　（６）絵画　　（７）読書・マンガ

指示されたものを取って
くることができる

日常会話を理解すること
ができる

相手の言葉や表情が全
く理解することができな

い

言葉や表情を少しは理
解できる

単語と身振りから相手
の意図を理解することが

できる

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ

ョ
ン

表　　　出 泣き声のみ 赤ちゃん言葉が出る

理　　　解

運
動

無し

片手は非常に不自由だ
が一方は物を取ることが

できる

左上肢 右上肢

寝返りを打つことができ
る

這うことができる

手助けがあれば座って
いることができる

独りで座っていることが
できる

麻痺
運動制限

不安行動
（幻聴・妄想等）

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

　　　　　　　　　　　他　　　害
　　　　　　　　　（対人・対物）

利　用　者　状　況　確　認　表

生　　　活

活　　　動

歩行介助

夜　　　尿
（１）　夜尿起こし　要　　　　　　　　　回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時ごろ　　　・　　不要
（２）　寝具などの対応（夜尿シーツ）　　要　　・　　不要
（３）　オムツ　・　パッド　　　　使用　　・　　不使用

②　食　事

有 ・ 無

多　　　動
こ だ わ り

パ ニ ッ ク

独りで食べることができ
ない

全くできない

有 ・ 無

有 ・ 無

介助の様子

その時の様子と対応

どこに向かうか
　
対応方法

要因と対応

こだわりの対象・その時の様子・対応

要因と対応・予後

有 ・ 無

離設
（エスケープ等）

不十分ではあるが奥歯
も磨くことができる

独りで全部磨くことがで
きる

④　入　浴

⑤　洗　面

⑥　歯磨き

身
辺
処
理

⑧　就　寝

独りできちんと処理する
ことができる

③　着脱衣

姿勢保持 座ることができない

①　排　泄

両手ともに非常に不自
由で物を取ることができ

ない

寝たきり

オムツを使用し、知らせ
ることができない

移　　　動

手の運動

つたい歩きができる

その他

独りで歩くが走ることが
できない

普通に歩き走ることがで
きる

左下肢 右下肢

つかまり立ちができる 独り立ちができる 片足立ちができる

握り箸でも独りで食べよ
うとする

箸を使って普通に食べる
ことができる

手は普通に使うことがで
きる

特に障がいはないが細
かいことはできない

大小便とも独りでできる
がともに失敗する

二語文を言うことができ
る

日常会話ができる

手づかみで食べる
スプーンを使うことはで

きるがよくこぼす

スプーンを使い、あまり
こぼさずに食べることが

できる

両手ともやや不自由だ
が物は取ることができる

片手はやや不自由だが
一方は普通に使うことが

できる

小便は独りでできるが大
便は紙を使うことができ

ない

片言の単語を言うことが
できる

いくつかの単語を言うこ
とができる

体で知らせることができ
る

直前に知らせることがで
きる

ほぼ独りで着ることがで
きるが後の点検が必要

全くできない

着脱ともに独りでできる

ほぼ独りで洗うことがで
きるが拭くことができな

い

独りで洗い、拭くことが
できる

全部独りで洗うことがで
きる

背中を洗うことことはで
きるが頭は洗うことがで

きない

手で水をすくうが顔へ
持っていくことができな

い

手を顔に持っていくがこ
することができない

部分的に洗うことができ
る

手助けに対して協力しよ
うとする

簡単なものは自分で脱
ぐことができる

少し介助すれば着ること
ができる

特別な医療 人工呼吸器 気管切開 ストマ 胃瘻

独りで浴槽に浸かってい
ることができない

浴槽に浸かっていられる
が洗うことができない

褥瘡 その他

エアマットや服薬等で見
守り程度の支援で就寝

することができる

エアマットや服薬等で就
寝中の支援は必要ない

全くできない
歯ブラシを持つことはで

きる

歯ブラシを口に入れるこ
とはできるが動かすこと

ができない

独りで処理しようとする
が失敗が多い

独りで処理できるが時に
点検を必要とする

独りで準備し、就寝・起
床することができる

前歯をなんとか磨くこと
ができる

（１）　外出先でも熟睡できる　　　（２）　自宅以外では眠れない時がある　　　（３）　昼夜逆転等、睡眠障害がある

寝返りの支援や就寝中
に起きることがある等、
見守り程度の支援が必

要

手足をなんとか洗うこと
ができる

身体の前面を洗うことが
できる

夜間・睡眠

寝返りの支援や就寝中
に起きることがある等、

常時支援が必要

ほぼ独りでできるが就
寝・起床の声かけが必

要

⑦　生　理
（有・無）

独りで処理することがで
きない

 

 

利用者基本情報シート、利用者状況確認表 
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行動援護従事者養成研修 日程表 

第１８回 行動援護従業者養成研修 日程表 
 
 

 

日 付 時  刻 時 

間 

科目 

番号 
科 目 名 

 H２９年 

５月２１日（日） 
9:15～9:30   開講式・オリエンテーション 

  9:30～12:00 10111 2.5 強度行動障害がある者の基本的理解に関する講義 

 
12:45～14:45 

14:50～16:20 
10112 3.5 

強度行動障害に関する制度及び支援技術の基礎的な知識

に関する講義 

５月２７日（土） 9:30～11:30 10113 2 強度行動障害がある者へのチーム支援に関する講義 

  12:15～14:15 10114 2 強度行動障害と生活の組立てに関する講義 

６月 ４日（日） 9:00～10:00 10212 2.5 
行動障害がある者の固有のコミュニケーションの理解に

関する演習 

 
 10:05～11:05 

 11:10～12:40 
10214 2.5 障害特性の理解とアセスメントに関する演習 

 
13:30～14:30 

14:35～16:05 
10211 1 基本的な情報収集と記録などの共有に関する演習 

 16：10～17：10 10216 1 記録に基づく支援の評価に関する演習 

６月１１日（日） 
9：30～11：00 

11:05～12:05 
10213 2.5 行動障害の背景にある特性の理解に関する演習 

 

12：40～14:10 

14:15～15:15 

15:20～16:20 

10215 3.5 環境調整による強度行動障害の支援に関する演習 

 16：25～17：25 10217 1 危機対応と虐待防止に関する演習 

６月１８日（日）  17:30～   修了式 

 

 

 
 

専門的人材の確保、養成に

かかる費用 

予算措置額：720千円（平成29年度） 

活用している事業枠：地域生活支援事業 

市の単独予算で、行動援護従事者養成研修を実施 

・市内障害福祉サービス事業所所属職員、市内障害児

支援施設所属職員を対象にした、行動援護従事者養

成研修を実施（３回）。市の単独予算で、１人２万

円程度で30人分の受講費を補助する。 

喀痰吸引への対応等の研修を実施予定 

・年度ごとに必要な研修（喀痰吸引への対応等の研修

など）を開催していく予定である。 

 

 

 

  

 

 
 

地域の体制づくりにかかる

費用 

予算措置額：540千円（平成29年度） 

活用している事業枠：自立支援協議会の委員報酬 

地域自立支援協議会や事業所間での施設長会議等による連携 

・地域自立支援協議会を中心に連携強化を図っている。 

・施設長会議や居宅介護事業所の責任者会議など事業所間での連携がある。それらの会議

に行政が参加している。 

・知多圏域における圏域会議では、各市町村や関係事業所等との意見・情報交換を行って

いる。 

 

 

 
 

費用 予算措置額：ー 

活用している事業枠：ー 

「―」 

 

④ 専門的人材の確保、養成  

⑤ 地域の体制づくり  

⑥ その他付加している機能  
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人口規模が小さいため、該当者が少ない障害を持っている障害者が利用できる支援や施設が

少ない 

・重症心身障害のある人への医療的ケア、高次脳機能障害、聴覚や視覚障害などの障害者

が利用できる施設整備や支援が課題である。 

・介護施設の入浴設備を使うなど、既存の社会資源の活用も検討したい。 

 

 

 

＜地域生活支援拠点等利用事例１＞ 

 利用者の属性   

・知的障害者。母親と２人世帯。 
 

 利用した経緯  

・母親の入院に伴い、利用者本人がいつも利用している事業所で、３日連続でみてもらいたい

との申し込みがあった。 
 

 利用の効果等  

 ・障害者を介護している母親が急遽入院となったが、緊急の対応が可能であったことと、本人に

とってはいつも利用している施設での緊急宿泊だったため、落ち着いて過ごすことができた。

また、本人だけでなく介護者である母親も安心して入院することができた。 

４．地域生活支援拠点等の具体的な活用事例  

５．地域生活支援拠点等の整備・運営における今後の課題・方針  


